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特別損失の発生と平成 20 年６月期連結業績予想の修正に関するお知らせ 

 

 当社の連結子会社の株式会社テクノアシスト相模は、平成 20 年６月期中間決算において特

別損失を計上することと致しました。これにより平成 19 年８月９日付で公表しました平成 20

年６月期連結業績予想を修正することと致しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．特別損失の発生について 

 

既に平成 20 年２月 13 日付「連結子会社に対する訴訟の判決に関するお知らせ」で公表

致しましたとおり、平成 15 年８月、当社の連結子会社であります株式会社テクノアシスト

相模の従業員（当時）が請負発注者の工場構内において作業中に転倒し、同年 11 月に死亡

する事故がありました。同社では、当該事故に関して、裁判事例や過失相殺割合、労災保

険等の既支払額控除等を勘案し、20 百万円を元従業員の遺族へ支払うべき弔慰金額として

相当であると判断し、支払う意思を伝えておりました（当該 20 百万円は、平成 19 年６月

期の連結貸借対照表の流動負債のその他に計上しております）。 

本件について平成 17 年 11 月に、遺族から株式会社テクノアシスト相模及び請負発注者

に対して、総額 142 百万円の損害賠償を請求する民事訴訟が提起され、係争しておりまし

たが、平成 20 年２月 13 日に東京地方裁判所にて判決が言い渡されました。 

 

判決の内容は「被告（株式会社テクノアシスト相模及び請負発注者）は、原告（遺族）

に対し、原告の訴訟費用の一部負担を含め、51,725,451 円を支払え。また、死亡日（平成

15 年 11 月８日）から支払済み日まで年５分の割合による損害遅延金（金利）を原告に支

払え」というものであります。 

 

この判決に対し、同社は保守主義の原則から、損害賠償額及び金利負担分に対して、流

動負債のその他として既に計上済みの 20 百万円を差し引いた 42 百万円を、平成 20 年６月

期中間決算において訴訟損失引当金として計上し、特別損失で処理することと致しました。 

 

 

 



２．業績に与える影響 

 

（１）平成 20 年６月期連結業績予想の修正等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）修正の理由 

  前述の株式会社テクノアシスト相模における特別損失の計上により、当期純利益は

当初予想を 26 百万円下回る、596 百万円となる見通しです。 

 

なお、平成 20 年６月期個別業績予想に変更はございません。 

 

中期経営計画に関しまして、３ヵ年計画（平成 20 年６月期～平成 22 年６月期）ですが、

今回の修正は特別損失の計上に伴う見直しが趣旨であり、事業を取り巻く環境や当社の事

業内容が将来の業績に影響を及ぼすほどの変化はないとの認識でありますので、平成 21 年

６月期以降の計画について、現段階での変更はございません。なお、当社の中期経営計画

は、新事業年度を開始する１年毎に以降の３ヵ年を見直すローリング方式をとっておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

以上 

通期 単位：百万円(百万円未満切捨て)、％ 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回予想(A) 13,000 894 946 622 

今回修正(B) 13,000 894 946 596 

増減額(B-A) 0 0 0 △26 

増減率(％) － － － △4.2％ 

(ご参考)前期実績 

平成 19 年６月期 
9,103 497 526 329 

本資料に記載されている業績予想等将来に関する内容は、本資料の発表日現在において入手可能な

情報及び業績に影響を与える不確実な要因にかかわる本資料発表日現在における仮定を前提とし

ており、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。 


